
上川中部圏地方拠点都市地域

基本計画

－北方圏の豊かな自然環境と生活・文化・産業が調和した

『大雪パノラマ交流都市地域』を目指して－

二 訂 版

計画期間 Ｈ２７～３６

平成２７年３月

旭川市，鷹栖町，東神楽町，当麻町

比布町，愛別町，上川町，東川町，美瑛町
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